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議事日程 令和６年３月８日 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 付託議案の審査について 

      議案第 ２号 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７

号）について（所管部分） 

      議案第 ６号 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）について 

      議案第 ７号 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）について 

      議案第 ８号 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第

２号）について 

      議案第 ９号 木曽岬町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１０号 木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

      議案第１１号 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

      議案第１９号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

      議案第２０号 木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の制定について 

      議案第２１号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

      議案第２２号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算について（所

管部分） 

      議案第２６号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算につ

いて 

      議案第２７号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算につい

て 

      議案第２８号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について 

      議案第２９号 木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機

改築工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結につ

いて 

      議案第３０号 三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について 
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本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席委員（６名） 

    委員長  鎌 田 鷹 介      副委員長  伊 藤   守 

         後 藤 紀 子           古 村   護 

         服 部 芙二夫           三 輪 一 雅 

欠席委員（０名） 

委員外出席議員（１名） 

    副議長  伊 藤 好 博 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆    副  町  長 森   清 秀 

 会 計 管 理 者        松 本   大    総務政策課長        小 島 裕 紹 

 住 民 課 長 伊 藤 正 典    建 設 課 長 伊 藤 雅 人 

 産 業 課 長 多 賀 達 人    税 務 課 長 中 山 重 徳 

 危機管理課長        坂 倉 丈 夫    総務政策課長補佐 中 里 満 博 

 産業課長補佐        村 上   強    総務政策課長補佐 武 田 みゆき 

 建設課長補佐        伊 藤 規 生    危機管理課長補佐 服 部 寿 之 

 福祉健康課長        黒 田 和 弘 

事務局出席職員 

 書 記  事務局長  藤 井 光 利   議会事務局  鈴 木 琴 音 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○委員長（鎌田鷹介議員） おはようございます。 

 本日は、総務建設常任委員会を招集させていただきましたところ、副議長並びに委員の

皆様には、何かと御多用の中、御出席を賜りありがとうございます。また、加藤町長をは

じめ執行部の皆様にも御出席いただき誠にありがとうございます。 

 本日の総務建設常任委員会は、令和６年第１回定例会で付託されました１６議案を審査

する重要な委員会でございます。議案審査には慎重審査いただきますとともに、委員会運

営に当たりまして、皆様の御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 本日の委員会の出席委員数は６名です。よって、委員会条例第１４条の規定により、定

足数に達しておりますので、総務建設常任委員会を開会いたします。 

 次に、本日の書記の指名を行います。 

 委員会条例第２７条の規定により書記には藤井議会事務局長を指名したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、書記には藤井議会事務局長を

指名します。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は既にお手元に配付させていただきましたとおりでございます。 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は、服部芙二夫委員、三輪一雅委員の御両名を指名したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、服部芙二夫委員、三輪一雅委

員の御両名、よろしくお願いいたします。 

 本日の議案審査に入ります。 

 初めに、加藤町長より議事日程の説明を求めます。 

○町長（加藤 隆町長） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 今朝ほど、東京のほうは雪だそうでございますが、おかげさんと私どものほうは、昨日、

今日とようやく柔らかい日差しに包まれてきたなと、そんなふうに感じております。そう

した中、本日、木曽岬町議会総務建設常任委員会を開催いただきましたところ、全委員さ

ん、そしてまた、副議長さんにも御出席をいただいております。誠にありがとうございま

す。 

 今期定例会、令和６年の第１回の木曽岬町議会定例会、去る２月２９日に招集、そして

開会をいただきまして、開会日には執行部から、今回、議案２９件と同意案件２件、合わ

せて３１件を提出させていただきました。開会日初日には、同意案件、人事案件をいずれ

も御承認、同意をいただきました。誠にありがとうございました。他の全議案２９議案に

つきましては、それぞれ両常任委員会に付託をいただきまして、本日の総務建設常任委員

会には、お手元の次第にございますように、議案第２号につきましては、令和５年度の町

一般会計補正予算の所管部分から、第６号につきましては、同じく農業集落排水事業特別

会計、第７号につきましては、公共下水道事業特別会計、第８号につきましては、同じく

水道事業会計のそれぞれ令和５年度の補正予算案件４議案でございます。 

 続いて、議案第９号につきましては、課の設置条例の一部を改正する条例、それから、

第１０号につきましては、町の附属機関設置条例の一部改正、第１１号につきましては、

町職員の育児休業等に関する条例の一部改正、第１９号につきましては、生活衛生等関係

条例の機能強化の関係条例の整備に関する条例の制定について、それから、第２０号につ

きましては、町の消防団員等公務災害補償条例の一部改正、それから、第２１号につきま

しては、行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用に関する条例の制

定についての条例改正並びに条例の制定、合わせて６議案でございます。 



 - 4 - 

 続いて、議案第２２号につきましては、令和６年度の町一般会計の予算の所管部分につ

いてから、第２６号につきましては、同じく土地取得特別会計、第２７号につきましては、

同じく下水道事業会計、それから、第２８号につきましては、同じく町の水道事業会計の

それぞれの令和６年度の当初予算案件が４議案でございます。 

 それから、続いて、第２９号につきましては、公共下水道の東部地区クリーンセンター

の脱水機の工事改築委託に関する協定の締結について、それから、議案第３０号につきま

しては、三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議についてということで、合わせ

て２議案、当常任委員会には合わせて１６議案を本日審議いただくところでございます。

いずれの議案につきましても、後ほどそれぞれ担当のほうから詳細に説明をさせていただ

きますので、十分に審議を尽くしていただきますようにお願い申し上げ、議事日程の説明

と御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございました。 

 加藤町長の議事日程の説明が終わりました。 

 それでは、お手元の日程に従い会議を進めさせていただきます。 

日程第２ 付託議案の審査について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第２、付託議案の審査についてを議題とします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般

会計補正予算（第７号）についての（所管部分）、議案第６号、令和５年度三重県桑名郡

木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第７号、令和５年

度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第８

号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第

９号、木曽岬町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１０号、木曽岬

町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１１号、木曽岬町職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号、生活衛

生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について、議案第２０号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第２１号、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第２２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算

について（所管部分）、議案第２６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会

計予算について、議案第２７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算に

ついて、議案第２８号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について、議

案第２９号、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改修工事委託に

関する協定の一部を変更する協定の締結について、議案第３０号、三重地方税管理回収機

構規約の変更に関する協議についての１６議案であります。 
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 ここでお諮りいたします。 

 付託議案の審査方法につきましては、先に１件ごとに全議案を審査することとし、その

後、討論、採決についても１件ごとに行いたいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。そのように進めさせていただきます。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 初めに、議案第２号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）に

ついての（所管部分）を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第２号、令和５年度三重県桑名郡木曽

岬町一般会計補正予算（第７号）について説明を申し上げます。 

 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところ

によるというものでございます。 

 第１条第１項では、既決予算額から歳入歳出それぞれ９，０００万円を減額いたしまし

て、予算の総額を３４億円とし、第２項では、補正の款項の区分並びに補正後の歳入歳出

の予算の金額を第１表、歳入歳出予算補正に定めることを規定しているものでございます。 

 なお、繰越明許費につきましては、第２表、繰越明許費補正で１１の事業について金額

をお示しし、債務負担行為につきましては、第３表、債務負担行為補正で２つの事項につ

いて、それぞれの期間及び限度額をお示ししております。 

 また、地方債につきましては、第４表、地方債補正で４つの起債の目的について、それ

ぞれの補正後の限度額をお示ししておりますので、御確認のほうをお願いいたします。 

 それでは、次に、３月補正予算の予算事業概要書にて説明をさせていただきます。 

 資料を切り替えます。しばらくお待ちください。 

 今回補正をお願いしようとする会計は、一般会計と国民健康保険特別会計をはじめとす

る５つの特別会計及び水道事業会計の計７会計で、その補正額は、一般会計で９，０００

万円を減額、また、５つの特別会計で７，５００万４，０００円、水道事業会計で２８９

万８，０００円を減額し、全体での補正後の予算額を５５億９，５７４万円とするもので

ございます。本資料では、一般会計と５つの特別会計及び水道事業会計の補正予算の内容

についてそれぞれの要点を記載させていただいております。 

 初めに、一般会計の歳入の要点についてでございます。このたびの補正では、１３の款

において、それぞれ所要の補正を行っております。 

 初めに、町税では、収入見込みによりまして、市町村たばこ税を増額、法人税割で減額

を行いました。 

 地方譲与税では、決算見込みにより、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税の２つの税
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目で減額を行い、株式等譲渡所得割交付金と法人事業税交付金では、決算見込みによりそ

れぞれ減額を行っております。 

 続く、地方交付税では、交付決定に伴いまして特別交付税を増額とし、分担金及び負担

金では決算見込みによりまして、保育料やこども園の給食費負担金などで減額を行ってお

ります。 

 使用料及び手数料では、決算見込みによりまして、自主運行バス使用料などで増額をし、

国庫支出金及び県支出金では、それぞれの対象事業に対する交付額の決定がなされたこと

からそれぞれの科目で減額を行っております。 

 続く、財産収入では、決算見込みによりまして増額を行い、繰入金では、財源調整とい

たしまして、財政調整基金からの繰入金で減額を行っております。 

 諸収入では、三重県職員互助会公益事業助成金及び三重県振興協会市町村交付金などで

増額を行い、また、町債では、対象事業の事業費精査によりまして減額を行っております。 

 以上が歳入の主な内容となります。 

 次に、歳出の要点でございます。 

 このたびの補正予算では、科目全体にわたりまして、人件費及び各種事業の精査を行っ

ているほか、１０の款におきまして、それぞれ所要の補正を行っており、この資料では、

それらの概要について記載をさせていただいております。 

 この後、人件費以外の科目につきまして、その詳細につきまして、担当課ごと、事業ご

とに説明をさせてだきますので、よろしくお願いいたします。また、本資料では特別会計

及び企業会計の補正予算の内容についても記載をさせていただいておりますので、御確認

をお願いいたします。 

 それでは、続きまして、一般会計の補正予算につきまして、歳出予算の事業説明を用い

て、総務政策課より順に説明をさせていただきます。 

 事業名は、一般管理経費、補正予算額は２６万４，０００円の減額でございます。イン

ボイス対応及び決算事業説明書の作成に係る両システムの改修業務が完了したことから、

減額を行うものでございます。 

 続きまして、事業名、ふるさと木曽岬応援事業費、補正予算額は３００万円でございま

す。寄附金額の決算見込みによりまして、ポータルサイトに係る業務委託料で減額、基金

の積立金で増額を行っているものでございます。 

 続きまして、事業名は、庁舎等施設維持管理経費でございます。補正予算額は４３２万

５，０００円の減額でございます。庁舎等の冷暖房の燃料代及び電気代におきまして、使

用実績に基づき減額を行っております。また、精算によりまして、日常管理業務委託料及

び修繕工事費の減額を行っているものでございます。 

 続きまして、事業名は、基金積立金でございます。補正予算額は８，０００万円の増額

でございます。決算見込みによりまして、町債の償還に必要な財源を確保するため、減債
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基金への積立てを行おうとするものでございます。 

 続きまして、事業名は、地域まちづくり推進事業費、補正予算額は１５０万円の減額で

ございます。各地区の活動実績に伴いまして減額を行うものでございます。令和５年度に

おきましては、３月１日現在で３６自治会のうち３２の自治会から交付申請を受けている

ような状況でございます。 

 続きまして、事業名は、まち・ひと・しごと創生事業費、補正予算額は６４万９，００

０円の減額でございます。わいわい市場開催に要します事業費の精算に伴いまして、減額

を行うものでございます。なお、財源におきましては、シティープロモーション及びスタ

ートアップ、それぞれの事業で申請していた交付金が不採択となったことに伴いまして、

一般財源への振替を行っているものでございます。 

 続きまして、事業名は、木曽岬干拓事業推進費、補正予算額は３１２万８，０００円の

増額でございます。干拓地企業立地奨励金の額の確定に伴いまして、増額を行うものでご

ざいます。 

 続きまして、事業名は、区長会関係経費、補正予算額は３６万７，０００円の増額でご

ざいます。行政調査員報酬費の精算及び区長会研修の未実施に伴いまして、これらの関係

経費を減額しておりますが、２つの地区から集会所の修繕補助金の交付申請があったこと

に伴いまして、増額を行っているものでございます。 

 以上が総務政策課所管部分の説明でございます。 

○税務課長（中山重徳課長） 続いて、２目賦課徴収費、事業名、賦課徴収経費でござい

ます。固定資産評価に対する審査申出件数の確定並びに各種電算委託業務の事業費精査に

伴い２４２万４，０００円を減額補正するものでございます。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典課長） 続きまして、住民課所管部分でございます。 

 事業名、戸籍住民台帳費、補正予算額２２５万７，０００円の増額でございます。法改

正によるシステム改修事業による補正で、戸籍の附票システムにおきましては、改修業務

の内容追加により１０３万４，０００円の増額、旧氏及び振り仮名の記載に係る改修業務

の追加により１６２万８，０００円の増額、振り仮名対応の作業は金額精査により２７万

５，０００円を減額するものでございます。 

 住民課の所管分は以上でございます。 

○産業課長（多賀達人課長） 産業課所管部分について説明させていただきます。 

 事業名、農業委員会費、補正予算額は５６万９，０００円の減額でございます。農地利

用最適化推進委員の委員報酬の精査を行い減額し、農業経営基盤強化促進法の一部改正に

伴い、農業委員会で作成が必要な地域計画の目標地図の素案作成業務等に係る委託料を精

査し、減額補正するものでございます。また、北勢農業委員会協議会の研修会が中止とさ

れたことから、この研修会の負担金を減額補正するものでございます。 
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 次に、事業名、需給調整推進対策事業費、補正予算額は５０万円の減額でございます。

小麦や加工米、水稲共同防除等の需給調整に対する需給調整推進対策補助金を精査し減額

補正するものでございます。 

 次に、事業名、地籍調査事業費、補正予算額は１，８２５万７，０００円の減額でござ

います。地籍調査事業に係る補助金である地籍調査費負担金が国費ベースで減額となった

ことに伴い、国の三重県への割当ても大幅に減額となったことから、この事業に対する予

算を歳入、歳出共に減額補正するものでございます。 

 次に、事業名、湛水防除費、補正予算額は９２７万円の増額でございます。県営湛水防

除事業の事業費が１月に追加配分がございましたので、その事業費に対する負担金を増額

するものでございます。 

 次に、事業名、観光費、補正予算額は５３万円の減額でございます。木祖村との交流事

業であります木曽川源流夏祭りに係る車借上料などの精査により減額し、県観光ＰＲ事業

で県内全市町に寄贈されたポケふた、マンホール蓋の設置に係る工事費を精査により減額

するものでございます。 

 産業課所管部分の説明は以上でございます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 続きまして、建設課所管部分について説明させていただき

ます。 

 事業名、農業集落排水事業費１，１００万円を減額するものでございます。農業集落排

水事業特別会計の補塡財源でございまして、事業費の精査により減額するものでございま

す。 

 事業名、土木総務費、県支出金の減額に伴う財源振替でございます。 

 事業名、道路橋梁維持費１８６万７，０００円を減額するものでございます。各種事業

の精査を行ったものでございまして、国の補正予算の内示に伴う橋梁設計委託料の増額、

また、橋梁修繕工事の精算に伴い減額をそれぞれ行うものでございます。 

 事業名、道路新設改良費、地方債借入れ予定額の減額に伴う財源振替でございます。 

 事業名、河川総務費３９万円を減額するものでございます。旅費については、同盟会等

要望活動の精算により減額するもので、また、国からの受託事業であります木曽川堤防除

草業務委託料についても事業完了に伴い減額を行うものでございます。 

 事業名、公共下水道費２，４５０万円を減額するものでございます。公共下水道事業特

別会計の補塡財源でございまして、事業費の精査により減額するものでございます。 

 事業名、公園費７８万１，０００円を減額するものでございます。各事業の精査を行っ

たものでございまして、グルービーパークの管理委託業務であります都市公園管理業務委

託料、また、児童公園樹木剪定等委託料につきまして、完了見込みにより減額を行うもの

でございます。 

 事業名、住宅管理費３７３万５，０００円を減額するものでございます。木造住宅耐震
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補強関係事業及び空き家対策総合支援事業の実績により補正を行うものでございます。木

造住宅関連の補助金でございますが、今年は耐震診断２件、除却１件の申請であったこと

から、木造住宅耐震補強関係事業、また、空き家対策総合支援事業、それぞれの補助金に

おきまして実績により減額するものでございます。 

 建設課所管分については以上でございます。 

○会計管理者（松本 大会計管理者） 会計課所管部分について説明させていただきます。 

 事業名、会計管理費については、補正予算額３６８万４，０００円を減額するものでご

ざいます。口座データ伝送手数料において、金融機関ごとにＬＧＷＡＮ回線、またはイン

ターネット回線を利用して伝送する方法に変更しましたので、減額補正するものでござい

ます。 

 会計課所管部分の説明は以上でございます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 危機管理課所管分について御説明させていただきます。 

 事業名、自主運行バス運行事業費、補正予算額８万２，０００円の減額でございます。

バス停整備工事完了等による工事請負費の減額などを行うものでございます。また、バス

運賃収入の決算見込みの増額に伴い、歳入の自主運行バス使用料の増額を行うものでござ

います。 

 事業名、防犯事業経費、補正予算額８２万７，０００円の減額でございます。防犯委員

会委員報酬及び消防団年末夜警出動報酬の精査による報酬の減額、防犯灯などの電気代の

決算見込みによる光熱水費の減額、防犯カメラ保守委託料の決算見込みによる委託料の減

額などを行うものでございます。 

 事業名、消防団活動費、補正予算額１２９万６，０００円の減額でございます。消防団

員の活動報酬と年額報酬の決算見込みによる報酬の減額、消防団員退職報償金の確定見込

みによる報償費の増額、消防学校における研修参加の実績に伴う旅費及び負担金の減額を

行うものでございます。また、退職報償金の６，０００円の増額に伴い、歳入の退職報償

金につきましても同額の６，０００円の増額を行うものでございます。 

 事業名、消防施設経費、補正予算額１１万１，０００円の減額でございます。消防団詰

所の電気代の決算見込みによる光熱水費の減額、機械器具点検委託料の確定見込みによる

委託料の減額、源緑輪中地内の地下式消火栓設置工事負担金の確定による負担金の減額を

行うものでございます。また、ポンプ車の購入額の確定に伴い、歳入の地方債を減額する

ものでございます。 

 事業名、災害対策経費、補正予算額６３６万４，０００円の減額でございます。防災ス

テーション除草作業等の事業費精査による委託料の減額、防災行政無線機器部分更新工事

等の事業費精査による工事請負費の減額、負担金及び補助金の確定による減として、防災

行政無線運営協議会負担金と防災対策事業補助金の減額などを行うものでございます。ま

た、歳入の津波対策促進事業補助金につきましては、財源充当先の振替による減額を、地
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方債につきましては、防災行政無線機器部分更新工事の確定による減額を行うものでござ

います。 

 危機管理課所管分の説明につきましては以上でございます。 

○議会事務局長（藤井光利事務局長） 最後に、議会事務局所管部分の説明をさせていた

だきます。 

 議会運営費で９６万円を減額するものでございます。年度末を迎え、各種事業の精査を

行ったものでありまして、議員研修旅費、政務活動費に係る予算を実績額に基づき減額補

正をしております。 

 以上でございます。 

 以上、議案第２号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）につ

いて説明を終わらせていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

 なお、進行上、御発言される方は手を挙げられ、委員長の許可に基づき発言されますよ

うよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

○委員（古村 護議員） １つだけお願いします。 

 農地費の地籍調査事業費の関係なんですけれども、今回、国の国費ベースで減額になっ

て、それに伴って県支出金が大幅な減額になったということですので、減額は分かるんで

すけれども、今後の事業進捗に係るところのスケジュール面での影響、これは源緑輪中地

区かと思うんですけれども、その他スケジュール面の変更、遅延というか、そういったと

ころを少し教えていただけますでしょうか。 

○産業課長（多賀達人課長） 地籍調査事業費につきましては、これまで地籍調査事業補

助金のうち地籍調査費負担金を活用して実施のほうをさせていただいておりました。令和

５年度の国の予算は対前年度比１７％減に対しまして、国から三重県への割当額は対前年

度比４８％減となりました。県内要望市町に対しましては前年度並み、令和４年度並みの

配分とされまして、このため、県から町に対する割当額は、対前年度比、４年度比では１

００％となりましたけど、要望額に対しての割合では６６％減となったものです。このと

きの要望額につきましては、令和６年度分を前倒して実施したいということで、令和５年

度計画のところと令和６年度のところを併せて要望しておりますので、令和５年度分につ

いてはおおむね実施できたことになっておりますので、遅延はございません。このため、

令和６年度からにつきましては、国費が減額となりました防災対策等を目的とした地籍調

査費負担金を国費が増額となりました社会資本整備を実施するための基幹事業の先行実施

を目的とした社会資本整備円滑化地籍調査費事業費のほうへの活用へ変更して、令和６年

度から実施していきたいと考えております。 

 以上です。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（古村 護議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

○委員（三輪一雅議員） 総務管理費の、公会計財務書類作成支援業務決算見込みで、今

回、半減されているわけですけれども、半減された要因を教えていただきたいということ

と、それから、地域まちづくり推進事業で交付金を出しているわけですけれども、いろい

ろお話を伺っていると、各自治体さん、区長さんなりが窓口へ来られて、そこで作成業務

を支援しながら提出してもらっているという話を聞くのですけど、基本的には各地区さん

に交付していこう、積極的にやろうという町の意気込みは分かるんですけれども、やっぱ

り難しいので、なかなか地区さんからすると手間だなと感じてみえると思うんですよね。

でも、この事業は今後積極的にやっていこうという町の姿勢だと思うので、もう少しこれ

を今後簡単にやっていって、もっと全地域が活用していただけるようにしていくべきでは

ないのかなと思うのですけれども、その辺の考え方、予算とは直接違いますけれども、一

遍伺いたいなと思います。できればスマホとかパソコンで、アプリなりで簡単に申請がで

きるようにしてあげたらもっと活用していけるんじゃないかなというところで、一度考え

方をお聞きしたいというふうに思います。 

 それから、木曽岬干拓の事業推進費で、企業立地奨励金についてもう一度、説明をお願

いいたします。 

 公債費のところ、県補助金受入予定による財源振替で、この財源を見ていくと、地震対

策緊急促進事業補助金、津波対策促進事業補助金という項目で、県支出金で２８４万７，

０００円が上げられているんですけれども、これが１０３ページの部分、話が前後して申

し訳ないですけど、こちらの災害対策経費にも同じような予算が歳入に上げられていて、

こっちは減額ということで、この予算自体がこういうふうに入替えされているような関係

性を見受けられるんですけど、これがどういう意味をなしているのかというのを教えてく

ださい。 

 それから、会計管理費で、これもかなり補正が半額ぐらい金額が減少しています。説明

としては、インターネット等を使って仕組みが変わったということで、ＬＧＷＡＮも活用

しながらということは伺ったのですけど、これがどうしてこんなに安くできたのかなとい

うところがありまして、そういうふうに入れ替わったことによって、どういうところの経

費が削減できたので、こういうふうな金額にできたのかというところを教えてください。 

 以上でございます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、１つ目の公会計の減額理由ですけれども、単純

に仕様内容は変わっておりませんが、請負業者さんのほうで安価で請け負う業者さんが出

てきたということでの減額ということになります。 

 ２つ目が地域まちづくり推進事業費の関係ですけれども、委員おっしゃっていただいた
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ように、我々のほうは、極力、資料だけ持ってきていただければこちらのほうで作成する

というようなこともさせていただいておりますし、簡単にという部分がどこまでのことか

という部分にもなってこようかと思いますけれども、毎年毎年、手を替え品を替え何とか

皆さんに支援していただけるように頑張っているところではございますので、スマホでの

アプリでのというような御意見をいただきましたが、それに反発する方も中にはみえるの

で、どこら辺が折り合いがつくのかという部分を模索しながら進めていきたいなというふ

うに思っています。ただ、令和５年度から単価も上げさせていただきましたし、町長のほ

うも交付に関しては前向きにということもおっしゃっていただいていますので、何とか全

地区の方にお使いいただけるように今後も改良はしていきたいなというふうに考えている

ところでございます。 

 干拓の推進事業費のことですけれども、制度という部分におきましては、ある一定の投

資額とある一定の建設をされた企業さんに対して、納めていただいた固定資産税の３分の

２に相当する額を上限３億円、期間でいくと５年間ということでお支払いをするというも

のでございます。現在、補正予算で上げさせていただいているのは１社の企業に対する固

定資産税の額が確定したことに伴いまして、奨励金の額を確定させたというところでござ

います。 

 続きまして、公債費の関係ですけれども、今回、補正をさせていただきましたのは、津

波対策事業といいまして、過去に避難タワーを造ったときに避難タワーの建設費の６分の

１に関しては、もともと県のほうで補助金が頂けるという制度がございました。しかしな

がら、県のほうの財政の問題もございまして、その補助金を起債に変えて、その起債の償

還に充てるために２０年分割で補助金として単年で出すんではなくて、起債を借りていた

だいた償還金を毎年毎年返すというようなことになりましたので、今年度、この補正にお

きましては、今年度分の額の確定ができたので、県のほうから起債で借りる部分を頂いた

ということでの財源振替ということでさせていただいているのが公債費の部分の補正でご

ざいます。 

 ですから、この財源振替によって、危機管理のほうへの反映がされているということで

す。 

○委員（三輪一雅議員） 意味は分かりました。大丈夫です。 

○会計管理者（松本 大会計管理者） 先ほども会計管理費の補正の減額の理由なんです

けれども、今、木曽岬町としましては、指定の金融機関がＪＡさんです。収納代理が１０

の金融機関がありまして、全部で１１の金融機関と今、収納のほうをお願いしている状況

です。当初の予算のときには、先ほど説明したように、ＬＧＷＡＮ回線で全て、１１の金

融機関、契約するというような方向で進めておりました。ただ、今まで電話回線のＩＳＤ

Ｎというところが廃止になったことによって、政府と市町の専用回線でＬＧＷＡＮ回線を

予定していたんですが、インターネット回線も安全性の面で十分確保できているというこ
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とで、ＮＴＴさんとその辺りの協議も進めた中で、各金融機関にインターネット回線を利

用できる金融機関については、ＬＧＷＡＮ回線からそちらへ切り替えるという方向で金融

機関ごとに協議を進めた結果、４つの金融機関はＬＧＷＡＮのままの契約という形になっ

たんですが、残りの７つの金融機関については、インターネット回線での契約が可能とい

うことでしたので、そちらに切り替えたことによって、インターネット回線ですと、ＬＧ

ＷＡＮ回線と比べて月ごとの単価が２，０００円から３，０００円程度、ＬＧＷＡＮ回線

になりますと、２万円とか、単価がまず違うというのと、あと、初期の登録の設定費用と

いうのが、インターネット回線ですと、ほとんどが費用がないところが多かったんですけ

れども、ＬＧＷＡＮ回線ですと５万５，０００円とか、１１万円とか、金融機関によって

初期の設定費用も違ったんですが、そういうところも費用が今回削減できたというところ

で、このような形で今回、３６０万円ほどの減額になったというのが理由でございます。 

 以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 今の会計の関係で、せっかくそこまで減額できてくるのであれ

ば、ほかの金融機関さんにもお願いしていきたいところだと思うんですけど、そこは金融

機関自体がそれをしたくないというか、できないという、そういう認識ということですか。 

○会計管理者（松本 大会計管理者） 先ほど言ったＬＧＷＡＮの４つのところに関しま

しては、インターネット回線での振込の手続は、木曽岬町に限らず、どこの市町も取扱い

はしていないということで、近隣の市町にも確認させていただいたところ同様な契約の仕

方をされていましたので、こちらとしても４つの金融機関だけはＬＧＷＡＮ回線での契約

という形をしていくという方向で進めさせていただいています。 

 以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第６号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第６号、令和５年度三重県桑名郡

木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について説明させていただきます。 

 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによるものでございます。 

 第１条では、歳入歳出予算補正として、予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１２０万

円を減額し、予算の総額を８，５２０万円とするもの、第２項では、補正の区分及び金額

を第１表、歳入歳出予算補正に定めることを規定するものでございます。 
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 第２条では、地方債の変更について記載しております。 

 次に、第１表、歳入歳出補正予算でございますが、歳入では４つの款と、それに付随す

る４つの項から、歳出では、２つの款とそれに付随する２つの項から、それぞれ１，１２

０万円を減額し、予算の総額を８，５２０万円とするものでございます。 

 第２表、地方債補正では、農業集落排水事業債において２０万円減額し、補正後限度額

を１，１１０万円とするものでございます。 

 詳細につきまして、歳出予算書にて御説明させていただきます。 

 事業名、一般管理費２０万円を減額するものでございます。公営企業会計移行のための

法適用支援業務委託において、精算に伴う減額を行うものでございます。 

 事業名、維持管理費９８５万円を減額するものでございます。各処理場の電気料金、管

路清掃及び汚泥運搬業務や各種修繕工事において完了見込み精算、また汚泥処理負担金に

おいて、桑名広域連合への負担金確定による減額を行うものでございます。 

 予備費については省略をさせていただきまして、農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）の説明は以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

 御質疑ございませんか。 

○委員（三輪一雅議員） 維持管理費のところで、公共との関係を教えてほしいです。こ

の後、公共のほうもまた説明があると思うのですけど、電気料金の減額率というのは、こ

れは両方とも下がってはきているのですけど、むしろ農集のほうが減額の額が高くて、公

共のほうは普通に考えると高いのかなというふうに思っていた。その辺の電気料金の差が、

こういうふうに農集のほうが逆に減額率が高くなったという理由を教えてもらいたいなと

思いまして。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 令和５年度の当初予算を編成するときに、電気料金がかな

り高騰しているという状況がございました。令和４年度の予算につきましても３月の補正

で電気料金を増額補正させていただいたという経緯がありまして、農業集落排水事業及び

公共下水道事業の特別会計、それぞれの電気料金についてもその辺を加味しながら令和５

年度の当初で電気料金を算出したところではございますが、ただ、今回の下げが農集と公

共で差があるというところで、あくまでもこれは実績に基づいて精算をするものでござい

まして、５年度当初予算での電気料金の見込みというところがなかなか正確なところの見

込みができなかったというところはあるかと思います。ただ、実績に基づいて、今回、減

額をさせていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） いいです。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第７号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第７号、令和５年度三重県桑名郡

木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによるものでございます。 

 第１条では、歳入歳出補正予算として、予算の総額から歳入歳出それぞれ３，６４０万

円を減額し、予算の総額を３億３，５６０万円とするもの、第２項では、補正の区分及び

金額を第１表、歳入歳出予算補正に定めることを規定するものでございます。 

 第２条では、翌年度へ繰り越す経費を第２表、繰越明許費に、また第３条では、地方債

の変更について記載しております。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございますが、歳入では、５つの款とそれに付随する６つ

の項から、歳出では、３つの款と、それに付随する３つの項から、それぞれ３，６４０万

円を減額し、予算の総額を３億３，５６０万円とするものでございます。 

 第２表、繰越明許費では、施設費において５，０８６万７，０００円を繰り越すもので

ございます。 

 第３表、地方債補正では、公共下水道事業債において６１０万円を減額し、補正後限度

額を５，５８０万円とするものでございます。 

 詳細につきまして、歳出予算書にて御説明させていただきます。 

 事業名、一般管理費２８万８，０００円を減額するものでございます。公営企業会計移

行のための法適用支援業務委託において、精算に伴う減額を行うものでございます。 

 事業名、維持管理費１，４８６万９，０００円を減額するものでございます。処理場の

電気料金、汚泥処理委託料や各種修繕工事において完了見込み精算による減額を行うもの

でございます。 

 事業名、施設整備費１，９１７万円を減額するものでございます。東部地区クリーンセ

ンターの脱水機工事及びストックマネジメント耐震事業の設計業務において完了見込み精

算による減額を行うものでございます。 

 公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明は以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

 御質疑よろしいでしょうか。 
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○委員（三輪一雅議員） 施設管理費のところの、脱水機の工事で１，５００万円減とい

うことで、後の契約変更の議案のほうでも出てくるわけですけど、かなり大きい減額にな

ったのですけど、この内容を教えてください。設置工事に関しての部分なのか、本体自体

の製作、かなりお金がかかっていると思うのですけど、その辺の機械的なもので安くでき

たのか、その要因というのを教えてください。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 東部地区クリーンセンターの２号機の脱水機の工事につい

ては、これも委員からあったように、日本下水道事業団に工事の委託をしているものでご

ざいます。下水道事業団からまた工事が発注されるところでございますけれども、その中

で請負差金によるものの減額というところが大きなものでございます。請負差金ですので、

何がどうというところがあるんですけれども、入札を行った結果、当初１億５，０００万

円ぐらいで町と事業団が協定を行っておりましたが、今回、その中での工事の請負差金で

の減額というところになります。 

 以上でございます。 

○委員（三輪一雅議員） そうすると、中身自体は詳細は分からないけど、完全に委託し

て、相手先の請け負ったところでその金額に収まったよという、そういう認識でいいです

ね。 

○建設課長（伊藤雅人課長） はい。 

○委員（三輪一雅議員） 分かりました。結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第８号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）

についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第８号、令和５年度三重県桑名郡

木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）について説明させていただきます。 

 第１条、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによるものでございます。 

 第２条では、収益的収入及び支出の補正予算をお示ししており、第３款水道事業費用で

は２３９万２，０００円を減額し、２億１，９４６万８，０００円とするものでございま

す。 

 第３条では、資本的収入及び支出の補正予算をお示ししており、第４款資本的支出では

５０万６，０００円を減額し、１，８９１万２，０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、歳出予算書にて御説明させていただきます。 

 事業名、原水及び浄水費６０万円を減額するものでございます。水道施設の電気料金を



 - 17 - 

実績により減額を行うものでございます。 

 事業名、総係費９７万９，０００円を減額するものでございます。管路の耐震化更新計

画策定業務の完了見込み精算により減額を行うものでございます。 

 事業名、固定資産購入費５０万６，０００円を減額するものでございます。公用車購入

の完了により減額を行うものでございます。 

 続きまして、予定キャッシュフロー計算書でございますが、こちらは当該年度における

現金の増減を業務活動、投資活動、財務活動に区分して表わした計算書でありまして、現

金の獲得や支払い能力、資金に関する財務情報を表わしております。下から３行目では資

金の増減額を記載しており、令和５年度末に資金が１，６２５万２，０００円を減額し、

最下段、資金期末残高が９億３，９２４万９，０００円になることを示しております。 

 続きまして、予定損益計算書でございますが、令和５年度末時点における１年間の経営

成績を見込むもので、令和５年度の予算が計画どおりの収入、支出となりますと、下から

３行目、当年度純利益が２，６８２万２，０００円の損失になることを示しております。

また、その下、前年度からの繰越利益剰余金を含めますと、当年度未処分利益剰余金は３，

０６４万６，０００円のマイナスとなります。この数字をお記憶にとどめていただきまし

て、予定貸借対照表でございますが、こちらの６番の剰余金の（２）利益剰余金のハでご

ざいますが、当年度未処分利益剰余金の額が、先ほどの損益計算書の当年度未処分利益剰

余金のマイナス３，０６４万６，０００円と一致していることを御確認いただければと思

います。 

 水道事業会計補正予算（第２号）の説明は以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第９号、木曽岬町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第９号、木曽岬町課設置条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 木曽岬課設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとするというものでご

ざいます。 

 下段、提案理由でございます。組織改編による子ども・健康課の創設に伴い、本条例の

一部を改正する必要がある。本条例の一部を改正するには、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由であると

いうものでございます。 
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 このたびの改正は、子どもの育ちや子育て世帯への相談支援体制の強化並びに住民の健

康増進を図るため、組織の改編を行おうとするものでございます。 

 新旧対照表の第１条、課の設置では、福祉健康課を廃止いたしまして、福祉課と子ど

も・健康課を創設することとし、第２条、事務分掌では、福祉課の事務分掌をこれまで福

祉健康課の事務分掌としておりました社会福祉に関すること及び介護保険に関すること、

この２項目とし、子ども・健康課の事務分掌を児童福祉に関すること、このほかに加えま

して、これまで福祉健康課の事務分掌でありました保健衛生に関すること並びにこれまで

住民課の事務分掌としておりました福祉医療に関すること、これを住民課の事務分掌から

削除いたしまして、加えました合計３項目とするというものでございます。 

 ページ、条例本文に戻りまして、附則でございます。この条例は、令和６年４月１日か

ら施行するというものでございます。 

 以上、課設置条例の一部を改正する条例の制定についての説明でございます。お願いい

たします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） 細かい話なのですけど、今回、児童福祉に関することというの

を子ども・健康課のほうでやるということなのですけど、今までこの項目自体はなくて、

これ自体は、今後どういうことをやっていくのか。なおかつ、これは、今までは多分どこ

かの中に入り込んでいるものをここに持ってきたのか、その辺りが見えにくくて、この意

味合いを説明していただきたいと思います。 

○福祉健康課長（黒田和弘課長） お答えさせていただきます。 

 これまで児童福祉に関することに関しましては、現場でいうと、社会福祉に関すること、

福祉課所管の１番のところに全てが入っておりました。今回、課を分けさせていただくの

ですが、児童福祉に関することだけを別立てで上げさせていただいております。細かい業

務の内容につきましては、事務分掌規則のほうで詳細に設定をさせていただきますので、

条例としてはこのようなことで上げさせていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 大体分かったのですけど、要は福祉の部分で、そこから抜き出

したような形になるんだよということは分かるのですが、わざわざこれを１つここに分離

させた。なくてもよかったんじゃないのという気もするのですけど、何か意味合いはそこ

にあるんですか。 

○福祉健康課長（黒田和弘課長） 今回の課の創設につきまして、先ほど総務政策課長の

ほうの説明にもございましたが、子ども・子育てのところの支援の体制を強化していくと

いうところで、条例のほうにも児童福祉というところを１つ、明記させていただいたとい
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うところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１０号、木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第１０号、木曽岬町附属機関設置条例

の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとするという

ものでございます。 

 下段、提案理由でございます。組織改編による子ども・健康課の創設に伴い、本条例の

一部を改正する必要がある。本条例の一部を改正するには、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由であると

いうものでございます。 

 説明は、新旧対照表を使用して説明をさせていただきます。 

 これまで福祉健康課を庶務担当課としておりました附属機関のうち、このページの表の

下の２つにあります木曽岬町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会、その下の子ど

も・子育て会議、この２つと、今御覧いただいているページの上から３つ目でございます。

健康づくりの推進協議会専門部会、その下の予防接種健康被害等調査委員会、以上の４つ

の付属機関の庶務担当課を子ども・健康課に変更し、また、これに合わせまして、このペ

ージの下の２つでございます。木曽岬町地域福祉計画策定委員会、木曽岬町地域自立支援

協議会、この２つと、御覧いただいているページの上２つでございます。木曽岬町介護保

険事業運営委員会並びに認知症初期集中支援チーム検討委員会及びこのページの一番下か

ら次ページにかけましてあります医療・介護・福祉ネットワーク協議会、これら５つの附

属機関の庶務担当課を福祉課に変更しようとするものでございます。 

 ページ、条例本文に戻りまして、附則でございます。この条例は、令和６年４月１日か

ら施行するというものでございます。 

 以上、木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についての説明でござい

ます。お願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 
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          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１１号、木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第１１号、木曽岬町職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるもの

とするというものでございます。 

 下段、提案理由でございます。地方自治法の一部を改正する法律が公布され、令和６年

度より会計年度任用職員に勤勉手当を支給することに伴い、関係する木曽岬町職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するについては、地方自治法第９

６条第１項第１号により議会の議決を経る必要がある、これがこの議案を提出する理由で

ございます。 

 このたびの条例改正は、これまで育児休業している職員に対する勤勉手当の支給対象か

ら会計年度任用職員が除外をされておりましたが、このたび会計年度任用職員をその支給

対象に含めるというための改正を行うものでございます。 

 新旧対照表でございます。 

 第７条でございます。育児休業している職員の期末手当等の支給に関して、育児休業し

ている職員の後段、括弧書きの部分でございます。地方公務員法第２２条の第１項に規定

する会計年度任用職員（以下、会計年度任用職員という。）を除くという、この文言を削

除し、また、これを削除したことによりまして、第８条の会計年度任用職員と記載されて

いる箇所を第７条で削除いたしました会計年度任用職員の規定文に書換えを行うものでご

ざいます。 

 ページ戻りまして、条例の本文、附則でございます。この条例は、令和６年４月１日か

ら施行するというものでございます。 

 以上、木曽岬町職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説

明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１９号、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 
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 事務局に説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 議案第１９号、生活衛生等関係行政の機能強化のための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでご

ざいます。 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例を次のとおり定めるものとするというものでございます。 

 下段、提案理由でございますが、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整

備に関する法律が可決、成立したことにより水道法が改正され、令和６年４月１日から、

水道整備管理行政の権限等が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されるこ

とに伴い関係条例の規定の整備を行うもので、関係条例の一部を改正するには、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。このことから、この

議案書を提出するというものでございます。 

 具体な改正の内容については、新旧対照表で説明のほうさせていただきます。 

 まず、木曽岬町給水条例の第５条第１項及び第３７条第２項において、厚生労働省令を

国土交通省令に改めるものでございます。 

 また、木曽岬町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の第４条第６号において、厚生労働大臣

を国土交通大臣及び環境大臣に改めるものでございます。 

 改正条文の附則でございますが、施行日につきましては、令和６年４月１日からの施行

とするものでございます。 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定についての説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２０号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） それでは、議案第２０号、木曽岬町消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。 

 議案書ですが、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとお

り定めるものとするというものでございます。 

 最下段の提案理由でございます。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
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の一部を改正する政令が令和６年４月１日から施行されることに伴い、本条例の非常勤消

防団員等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものであり、本条例の一

部を改正するには、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要

があることから、この議案書を提出するものでございます。 

 改正の概略でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令につ

きましては、非常勤消防団員や消防作業に従事した者等に対する損害補償の額や内容など

が定められており、具体的な内容につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に規

定されている俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度などを参考にして定められており

ます。今回、令和５年１１月に給与法の一部が改正され、俸給月額が改正されたことから、

損害補償額の算定基礎となる補償基礎額について改正を行うものでございます。 

 具体的な内容につきましては、新旧対照表にて御説明させていただきます。 

 第５条におきまして、消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額を８，９００円から

９，１００円に改め、非常勤消防団員と非常勤水防団員の補償基礎額を定めています別表

の下線部分の金額につきまして改めるものでございます。 

 改正条文の附則でございますが、施行日につきましては、令和６年４月１日からの施行

とするものでございます。 

 議案第２０号の説明につきましては以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） この金額の設定自体は、全国一律というわけではなくて、先ほ

どの説明でいうと、うちの職員さんの給与体系に合わせて、そこから何らかの設定方法が

あるのでしょうけれども、そこから導き出すとこの数字になると、そういう認識でよろし

いですか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） この金額につきまして、全国一律で提示されている額

でございまして、それに合わせて改正をさせていただいております。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） はい。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２１号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） それでは、議案第２１号、行政手続における特定の個
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人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。 

 議案書ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものと

するというものでございます。 

 最下段の提案理由でございます。令和５年６月９日に行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、

本条例について所要の改正を行うものであり、本条例の一部を改正するには、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要があることから、その議案書を

提出するものでございます。 

 具体的な内容につきましては、新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

 第２条において、番号利用法に基づく用語の定義として、第１号、第２号、第５号、第

６号、第９号、第１０号を追加するものでございます。 

 また、番号利用法で個人番号を利用できる事務を定めた別表第２が廃止されたことから、

廃止された番号利用法の別表第２を引用していた第４条第１項と第３項について、別で定

められる特定個人番号利用事務とする改正を行うものでございます。 

 改正条文の附則でございますが、条例の施行日につきましては、法律の公布日である令

和５年６月９日から１年３か月以内に政令で定める日をもって施行日とするもので、本年

の５月下旬頃に予定されているところでございます。 

 議案第２１号の説明につきましては以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようなので、質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩にいたします。次の再開は、１０時４０分でお願いします。 

                            午前１０時１９分休憩   

                            午前１０時４０分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

 次に、議案第２２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第２２号、令和６年度三重県桑名郡木

曽岬町一般会計予算について説明を申し上げます。 

 令和６年度の三重県桑名郡木曽岬町の一般会計の予算は、次に定めるところによるとい

うものでございます。 
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 第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を３６億６，５００万円と定め、続く第２項で

は、予算の款項の区分と区分ごとの金額を第１表、歳入歳出予算に定めることを規定して

いるものでございます。 

 なお、債務負担行為につきましては、第２表、債務負担行為で４つの事項について、そ

れぞれの期間及び限度額をお示しし、地方債につきましては、第３表、地方債で、４つの

起債の目的について、それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還の方法についてお示し

をしておりますので、御確認をお願いいたします。 

 それでは、次に、令和６年度当初予算のポイントの資料をもって説明をさせていただき

ます。しばらくお待ちください。 

 令和６年度の当初予算は、第６次総合計画（案）に掲げます６つの基本方針を柱といた

しまして予算の編成を行っております。その予算の総額は３６億６，５００万円、前年度

と比較をいたしまして５億５００万円の増額予算となっております。 

 また、特別会計と企業会計を含む全７会計での予算の総額は６０億７，４０１万円とな

っているものでございます。 

 このページでは、主要事業のポイントについての記載をさせていただいております。詳

細につきましては、後ほどそれぞれの担当課長から説明をさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 歳入予算のポイントでございます。 

 歳入の根幹をなす町税では、前年度比３，５４９万円の増額となっております。 

 また、地方交付税では、普通交付税で前年度比７，５００万円の増額を見込んでいるほ

か、国庫支出金におきましても６，５０４万円の増額を見込むなど、依存財源で前年度と

比較をいたしまして１億３，０９７万円の増額予算となっているものでございます。 

 一方、自主財源では、繰入金などで増額を見込んでいることから、全体で３億７，４０

３万円の増額となっております。 

 町税等基金繰入金の状況をお示ししております。町民税（法人）、固定資産税におきま

してはそれぞれ増額となっておりますが、町民税（個人）におきましては減額となってい

るものでございます。 

 下段の基金繰入金では、減債基金、また、ふるさと応援寄附金基金からそれぞれ繰入れ

を見込んでいることから、その他基金で前年度比３億４，０１９万円の増額となっている

ものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 このページでは、歳出予算の目的別に仕分をした額を示しておりまして、議会費から予

備費までの１１の款におきまして、それぞれの予算額と前年度対比を記載させていただい

ております。これらの詳細につきましては、後ほど担当課長から説明をさせていただきま

す。 
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 次のページでは、歳出を性質別に仕分をしました金額と要点の説明をさせていただいて

おりますので、後刻、御確認をお願いいたします。 

 以上が令和６年度の一般会計当初予算のポイントの説明ということになります。 

 それでは、次に歳出予算の事業説明を用いまして、説明のほうをさせていただきます。 

 事業名は、一般管理経費、本年度予算額は１，３４７万９，０００円、このうち１００

万円を三重県からの移譲事務交付金に財源を求めようとするものでございます。役場で使

用する事務用消耗品や事務機器の保守などの事務的経費や交際費、町村会をはじめとする

各種関係団体への負担金などを計上している予算で、主なものは、例規集の追録業務委託

料、例規執務の際に条文の比較や参考事例の調査などを行うためのサポートシステムの使

用料、ＡＩ議事録作成システムの使用料、また、職員の出退勤管理システムの使用料など

を計上しているものでございます。 

 続きまして、事業名は、ふるさと木曽岬応援事業費、本年度要求額は８，０２３万５，

０００円、このうちの８，０００万円を寄附金に、また、２３万５，０００円を基金の利

子に財源を求めようとするものでございます。専門のサイトを通じまして、町外在住者の

方から寄附を募り、寄せられた寄附額を寄附者の意向に沿うように町の各種事業に充当す

るとともに、寄附者の方に対しまして、寄附額に応じた返礼品をお送りするための経費を

計上しているものでございます。 

 続きまして、事業名は、庁舎等施設維持管理経費、本年度予算額は４，７３９万２，０

００円、このうち２８万４，０００円を創生ホールの使用料や行政財産の目的外使用料に

財源を求めようとするものでございます。庁舎及び福祉教育センターの維持管理に係る経

費を計上している予算で、事業説明欄記載のとおりでございます。令和６年度では、３年

に一度実施をしております空調機器の点検業務を行う予定としておりますが、昨年度、電

気料金の高騰を受けまして、平年よりも増額で見込んでおりました庁舎等の光熱費におき

まして、令和５年度の実績を勘案いたしまして前年度よりも減額と見込んだことから、予

算全体では１３７万９，０００円の増額というふうになっているものでございます。 

 続きまして、事業費は、地域まちづくり推進事業費でございます。本年度予算額は６５

０万７，０００円でございます。地域コミュニティーの強化や地域活性化を目的に活動を

行っている自治会に対しまして、その活動内容に応じた交付金を交付するための経費を計

上している予算でございます。 

 続きまして、事業名は、まち・ひと・しごと創生事業費、本年度予算額は１，４２７万

４，０００円でございます。令和５年度に引き続きまして、第２期総合戦略に掲げました

１５の施策を具体的に実施していくこととしておりまして、主要事業のほうにも掲載をさ

せていただきましたが、サンリオのキャラクターとのコラボ、ＳＮＳ、ユーチューブを活

用した広報戦略、わいわい市場の開催などのシティープロモーションに要する経費並びに

ローカルスタートアップエコシステム構築事業に要する経費などを計上しているものでご
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ざいます。 

 事業名は、木曽岬干拓事業推進費でございます。本年度予算額は２億６０２万円、この

うちの１，１００万円を干拓排水機等運転管理業務受託事業収入に財源を求めようとする

ものでございます。通常の木曽岬干拓排水機等運転管理業務委託業務や要望活動に要する

経費を計上しておりますほか、木曽岬干拓地で操業開始となりました２社に対しまして、

奨励金を支出するための費用を計上しているものでございます。 

 続きまして、飛びまして、事業名は、町長・町議会議員選挙費でございます。本年度要

求額は２６２万８，０００でございます。令和７年の４月に執行を予定しております町

長・町議会議員選挙の執行管理に要する経費のうち、令和６年度中に支払うべき経費の部

分につきまして、計上をしているものでございます。 

 続きまして、事業名は、都市計画総務費、本年度予算額は３１３万４，０００円でござ

います。都市計画に関する経費を計上している予算でございますが、都市計画審議会委員

報酬のほか、令和６年度におきましては、５年に一度実施をすることとなっております都

市計画の基礎調査業務委託、こちらの委託料を計上しているものでございます。 

 事業名は、地方債元金償還金、本年度予算額は２億７，４４４万９，０００円でござい

ます。地方債の償還に要する経費のうち、元金の支払い７８件分を計上しているものでご

ざいます。 

 続きまして、事業名は、地方債の利子償還金、要求予算額は９５９万９，０００円でご

ざいます。利子の支払いにつきまして、説明欄記載の９２件分を計上しているものでござ

います。 

 総務課所管は以上となります。 

○税務課長（中山重徳課長） 税務課所管分については、歳入から御説明いたします。 

 御覧の資料、町税の概要を用いて御説明いたします。 

 まず、町民税（個人）ですが、令和６年度当初予算は２億４，５００万円の計上で、昨

年度と比較し３，９００万円、率にして１３．７％の減収となります。給与所得の部分で

は緩やかな回復傾向が見られますが、令和６年度に実施される定額減税の影響を４，１０

０万円の減と見込んでおります。なお、この減収分は、地方特例交付金として全額国費で

補塡されることとなっております。 

 続いて、法人税でございます。６，１９６万円の計上で、昨年度と比較し２８６万円、

率にして４．８％の増となります。均等割に関しては、令和５年度当初予算比で、納税義

務者数が１５社の増、４００万円の増収を見込む一方、法人税割については、令和５年度

決算額が前年度に比べ減収となる見通しであることから、令和６年度は１１０万円の減収

を見込みます。 

 固定資産税については７億８，５０２万４，０００円の計上で、昨年度と比較し６，６

８５万２，０００円、率にして９．３％の増となります。土地については、木曽岬新輪工
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業団地内で新たに２社が課税対象となったことなどにより増収を見込み、また、家屋、償

却資産についても工業団地における新規課税が税収増に大きく寄与する見込みです。 

 その他の町税ですが、軽自動車税につきましては、重課税対象車両の増により３７万５，

０００円の増を、たばこ税に関しては、取扱店舗増の影響により４２０万円の増、入湯税

に関しては、過去の実績などから２０万円の増と、それぞれ増収を見込みます。 

 続いて、税務課所管部分の歳出です。失礼しました。 

 税務経費でございますが、予算額５７万７，０００円の計上で、昨年度に比べ７万９，

０００円の減です。主なものは、租税教育の普及や啓発活動、軽自動車の登録状況の情報

入手のための各種協議会への負担金１１万８，０００円のほか、参考図書や消耗品の購入

経費などでございます。 

 続いて、賦課徴収経費でございます。予算額３，６１７万円の計上で、昨年度に比べ２

１５万２，０００円の減です。こちらは町税の賦課徴収に係る事務経費を計上したもので、

主なものとして、各税の賦課徴収や滞納整理に係る電算経費のほか、固定資産の鑑定委託

料や徴税事務の運営経費を計上しております。 

 以上です。 

○住民課長（伊藤正典課長） 続きまして、住民課所管分の主要事業について御説明をさ

せていただきます。 

 事業名、戸籍住民基本台帳費、本年度予算額７，２７５万８，０００円でございます。

事業説明欄の主なものは、１段目、戸籍システム標準仕様システム対応費用は、機器のリ

プレースに合わせシステムの統一、標準化を図るためのものでございます。４段目、法改

正に伴う戸籍住基システムの対応作業は、振り仮名通知の出力機能に係るシステムの改修

費用等でございます。住民基本台帳ネットワークシステムの単独構築費用は、北勢広域の

８市町で共同運用していたネットワーク機器について、住民基本台帳システムの標準化移

行に対応するため、単独の運用とするための費用でございます。また、下から２段目の証

明書等コンビニ交付サービスシステムの機器更新費用は、コンビニエンスストアで住民票

などの各種証明書の発行に要する機器のリプレースに伴う費用で、その他事業説明欄記載

のとおりでございます。また、その他の財源につきましては、各種手数料のほか、ふるさ

と応援寄附金基金から３４万円の繰入れをするものでございます。 

 続きまして、事業名、個人番号カード事業費、本年度予算額１８１万７，０００円でご

ざいます。事業説明欄、主なものは、統合端末通信回線電子証明書関連事務、統合端末の

設置委託料及びシステムサポート料は、マイナンバーカードの電子証明書発行業務を外部

委託するための費用でございます。 

 住民課所管分の説明は以上でございます。 

○産業課長（多賀達人課長） 産業課所管部分について説明させていただきます。 

 まず、事業名、農業委員会費、本年度要求額１９１万円でございます。農業委員会の運
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営経費を計上しており、主に農業委員会委員９名、農地利用最適化推進委員５名の委員報

酬のほか、毎月の総会開催案内の切手代などの事務的経費を予算計上したものでございま

す。その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 次に、事業名、農業振興費、本年度要求額２８８万７，０００円でございます。農業者

団体の活動を支援する各農業団体への補助金をはじめ、地域農業再生協議会で行う経営所

得安定対策や米の需給調整等の推進に要する事務的経費の補助金を計上しており、経営所

得安定対策等推進事業補助金を特定財源としているものでございます。なお、農業後継者

団体活動費補助金は、令和６年度より新たな団体活動として農村景観の形成を目的とした

コスモスの作付事業の取組に係る補助金の増額要望があったことから、令和５年度より１

６万５，０００円増額した４０万円を計上しているものでございます。その他、事業説明

欄記載のとおりでございます。 

 次に、事業名、需給調整推進対策事業費、本年度要求額６７０万円でございます。米の

需給調整に係る町単独事業の経費を計上しており、需給調整推進対策補助金は、麦や加工

米、水稲共同防除等の需給調整に対する補助金を計上しているものでございます。 

 次に、事業名、土地改良費、本年度要求額１，７１５万２，０００円でございます。町

内排水機場の維持管理に要する経費を計上しており、排水機場の集中管理システムに係る

回線利用料などの経費のほか、木曽岬町土地改良区への排水機場維持管理補助金を計上し

ているものでございます。その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 次に、事業名、多面的機能支払事業費、本年度要求額２，１８４万６，０００円でござ

います。多面的機能支払事業に要する費用を計上しており、主に町内１６地区と１組織で

取り組んでおります農地の維持向上などの活動に係る事業負担金を計上しているものでご

ざいます。多面的機能支払事業交付金を特定財源としており、その補助率は４分の３でご

ざいます。 

 次に、事業名、地籍調査事業費、本年度要求額１，９４９万６，０００円でございます。

地籍調査事業に要する費用を計上しており、地籍調査事業委託料は、令和４年度に着手し

ました源緑輪中地区を計画しており、地籍調査認証事務支援及び電子化業務委託料では、

源緑輪中地区の令和５年度調査分を計画しているものでございます。地籍調査事業費補助

金を特定財源としており、その補助率は４分の３でございます。その他、事業説明欄記載

のとおりでございます。 

 次に、事業名、湛水防除費、本年度要求額１，９９９万２，０００円でございます。県

営湛水防除事業に要する経費を計上しており、令和４年度に事業着手しました近江島地区

の事業費負担金を計上しているものでございます。 

 次に、事業名、地域用水機能増進事業費、本年度要求額６８９万９，０００円でござい

ます。水環境整備事業で整備したポケットパーク、遊歩道などの維持管理経費を計上して

おり、発生源対策用ポンプの電気代のほか、中央幹線排水路沿いの遊歩道及びポケットパ
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ーク３か所の除草、樹木の剪定等や発生源対策施設の汚泥抜取り等の維持管理経費を、ま

た上流ポケットパーク及び川先排水機場から夢岬橋の間の樹木について、樹高を調整する

高木切下剪定委託料を計上しているものでございます。その他、事業説明欄記載のとおり

でございます。 

 次に、事業名、用排水施設整備費、本年度要求額１，８４５万円でございます。中央幹

線排水路における機能回復のための長寿命化対策を実施するための県営用排水施設整備事

業に要する経費を計上しており、令和５年度に事業着手しました木曽岬幹線排水路地区の

事業負担金を計上しているものでございます。 

 次に、事業名、商工振興費、本年度要求額４３８万円でございます。商工業の振興を図

るため、商工会が行う事業を支援する商工会への運営補助金を主に計上しているものでご

ざいます。その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 最後に、事業名、観光費、本年度要求額１，７０６万２，０００円でございます。町の

観光資源であります町道鍋田川線の桜並木の消毒や剪定伐採作業などのほか、町観光協会

への補助、また、木曽川の最上流の木祖村との交流事業に必要な予算を計上しており、桜

並木の消毒、剪定伐採、清掃、処分などに要する業務委託のほか、クビアカツヤカミキリ

の防除に係る業務委託として、防除剤の樹幹注入や幼虫活動期である７月から９月の定期

的な巡視などに対する経費を計上しております。また、木祖村との交流事業に要する経費

として車借上料や出店材料代などを計上しているものでございます。みえ森と緑の県民税

市町交付金や木曽三川水源地域対策基金助成金などを特定財源とするものでございます。

その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 産業課所管部分の説明は以上でございます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 続きまして、建設課所管分についての説明をさせていただ

きます。 

 事業名、農業集落排水事業費、本年度予算額７，３６０万円でございます。下水道事業

会計の農業集落排水事業分の補塡財源でございまして、詳細につきましては、下水道事業

会計にて説明をさせていただきます。 

 事業名、土木総務費、本年度予算額２５７万９，０００円、この予算は、土木業務に係

る事務的経費全般を計上するものでございまして、主な内容としましては、土木積算にお

けるシステムやデータ使用料、社会基盤整備協会等の負担金を予算計上でするものでござ

います。環境衛生改善機器等整備補助金は、新たに創設を予定する補助金となりまして、

自治会に協力をいただいている公園等の草刈りに使用する動力草刈り機等の購入に補助金

を交付しようとするものでございます。歳入内訳でございますが、建築基準法施行事務交

付金や土地開発基金利子、国交省からの受託事業であります木曽川堤防清掃事業受託収入

の一部を特定財源としております。 

 事業名、道路橋梁維持費、本年度予算額で９，３４８万５，０００円、この予算は、町
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道の維持管理や施設の長寿命化を図るための費用を計上するものでございまして、主に橋

梁の長寿命化対策としての橋梁点検、修繕計画策定業務委託、また、毎年計上しておりま

す鍋田川線の路面清掃、町道除草業務委託費、交通安全施設等の整備修繕工事費や、昨年

度から引き続き、鍋田川線の高木の剪定業務を実施するものでございます。また、舗装修

繕につきましては、優先度の高い順に実施していくこととしており、昨年度に引き続いて

町道鍋田川線、町道上藤里源緑線で実施するとともに、町道豊崎内部線と南栄団地内の町

道桜園団地線で実施する予定でございます。 

 歳入内訳でございますが、交通安全対策特別交付金や道路占用料、橋梁の長寿命化につ

いては、国の補助金であります道路メンテナンス事業費補助金、また、このほか、一般単

独事業債を特定財源としています。 

 事業名、道路新設改良費、本年度予算額４，２０１万２，０００円、この予算は、道路

の新設整備や拡幅等の道路改良事業費を計上するものでございまして、主なものとしまし

ては、町道上加路戸横断線において用地買収、建物等の補償などを実施するための関係経

費を計上するものでございます。町道外平喜小学校線については、隣接する用水路に蓋を

かけ、歩道として活用するものでございますが、引き続き工事を延伸するものでございま

す。 

 歳入内訳でございますが、国の補助金として、町道上加路戸横断線におきましては、社

会資本整備総合交付金、町道外平喜小学校線におきましては防災安全交付金、また、県補

助金となる地域減災力強化推進補助金となります。このほか、地方債であります公共事業

等債を特定財源としているところでございます。 

 事業名、河川総務費、本年度予算額５４１万６，０００円でございます。この予算は、

河川管理業務全般における活動費用を計上するものでございまして、木曽川堤防除草業務

委託料では、国交省からの受託事業であります木曽川の堤防除草について自治会に委託す

るものでございます。また、河川関係各種同盟会の負担金を計上しております。 

 事業名、都市下水路費、本年度予算額２０５万５，０００円でございます。この予算は

都市下水路における維持管理、修繕を行うものでございまして、都市下水路維持管理作業

委託料では水路の除草や清掃を、都市下水路管理工事では水路の修繕工事に係る費用を予

算計上するものでございます。 

 事業名、公共下水道費、本年度予算額１億６，０４０万円でございます。下水道事業会

計の公共下水道事業分の補塡財源でございまして、詳細は、下水道事業会計にて説明をさ

せていただきます。 

 事業名、公園費、本年度予算額１，２１４万円でございます。この予算は、グルービー

パークや児童公園など３２か所の公園の維持管理修繕を行うものでございまして、昨年度

と同様に、都市公園管理業務委託料ではグルービーパークの管理業務を、児童公園などに

つきましても昨年度と同様に遊具等保守点検、トイレ清掃、樹木剪定、草刈りなどの委託
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料、遊具等の修繕工事を予算計上しているものでございます。 

 事業名、住宅管理費、本年度予算額４３５万９，０００円、この予算は、住宅の耐震化

や空き家の有効利用を促進するものでございまして、主に住宅の耐震診断、補強設計、補

強工事、除却に対する補助金や空き家改修支援のための補助金を予算計上するものでござ

います。耐震診断につきましては３件、補強設計、補強工事、除却、空き家対策につきま

しては、それぞれ１件を見込むものでございます。 

 歳入内訳につきましては、国の補助金であります社会資本整備交付金や木造耐震に係る

各種県補助金を特定財源としているところでございます。 

 建設課所管分については以上でございます。 

○会計管理者（松本 大会計管理者） 会計課所管部分について説明させていただきます。 

 事業名、関係管理費については、本年度予算額を４１３万８，０００円とするものでご

ざいます。事業説明の主なものとしまして、上から３行目の公金関連手数料としまして、

令和６年度当初予算から、窓口収納手数料と公金振込手数料の２つを新規計上しており、

窓口収納手数料においては、令和６年４月から手数料を負担することとなり、公金振込手

数料においては、令和６年１０月から手数料を負担することになりましたので、２つの手

数料に要する経費を予算計上するものでございます。その他は、事業説明欄に記載のとお

りでございます。 

 会計課所管部分の説明は以上でございます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 続きまして、危機管理課所管分について御説明させて

いただきます。 

 事業名、高度情報処理対策費、本年度予算額２億７，１９８万４，０００円でございま

す。住民情報系及び内部情報系のシステムやネットワーク、セキュリティー機器、ＧＩＳ

システムの保守委託料及び使用料、地方公共団体情報システム機構への交付金など、行政

事務の電算化による情報システムの適正な運用管理及びセキュリティー対策の強化に要す

る経費を計上しております。また、国が示します令和７年度末までのガバメントクラウド

を活用した標準準拠システムへの移行に対応するための自治体情報システム標準化対応業

務委託料とガバメントクラウド利用料、回線使用料を新規計上しております。 

 歳入ですが、地方公共団体情報システム機構への交付金の増額分２６１万９，０００円

と同額の社会保障・税番号制度システム整備費補助金と、標準化対応業務の財源としまし

て、デジタル基盤改革支援補助金と、ふるさと応援寄附金基金繰入金を計上しております。

なお、デジタル基盤改革支援補助金の２，５２０万円につきましては、先日、新たな上限

額が設定され１億２，３７８万８，０００円の内示がありましたので、来年度の補正で対

応をいたします。 

 事業名、自主運行バス運行事業費、本年度予算額６，４０２万５，０００円でございま

す。自主運行バスの運転管理委託料や令和２年度から通常運行に使用していますリース車
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両３台の賃借料、スマートフォンやパソコンから位置情報を検索できるバスロケーション

システムの使用料など、自主運行バス事業に要する経費を計上しております。自主運行バ

ス運転委託料につきましては、人件費や燃料費の高騰に伴い１，８４７万１，０００円の

増額となっております。なお、バスの運賃収入であります自主運行バス使用料を特定財源

としております。 

 事業名、地域ＢＷＡ事業費、本年度予算額６０８万９，０００円でございます。町内４

か所に設置されておりますＢＷＡ基地局の維持管理経費相当分の負担金に要する経費を計

上しております。令和７年１月に事業開始から５年が経過することから、１月以降の月額

単価が減額となるため、予算額が減額となっております。 

 事業名、消防団活動費、本年度予算額１，１５１万８，０００円でございます。消防団

員の出動報酬や年額報酬、退団する消防団員への退職報償金、消防団員の公務災害補償及

び退職報償金に備えた積立金の掛金など、消防団活動に要する経費を計上しております。

また、消防団の活動実績や点検業務の報告事務などをデジタル化するアプリ消防団ワーク

スのシステム利用料６か月分を新規計上しております。なお、退職補償金につきましては、

消防基金からの消防団員等公務災害補償等受入金を特定財源としております。 

 事業名、災害対策経費、本年度予算額２，９８８万４，０００円でございます。災害時

における職員の時間外勤務手当、保存期間を迎える避難者用の防災備蓄品、ビスケット、

クラッカー、アルファ米、保存水などの購入費、防災行政無線設備や防災センターの保守

委託料、屋外スピーカーなどの既存機器の更新及び機能強化を図るための防災行政無線の

長寿命化に要する経費、制度改正を行いました防災対策事業補助金など、災害予防及び災

害対策に要する経費を計上しております。防災対策事業補助金につきましては、補助対象

品目と補助対象者の拡充を行ったことから１４５万円を増額しており、防災行政無線長寿

命化事業につきましては、令和５年度から６年をかけて実施することとしておりますが、

来年度は２年目となり、屋外子局４局のみを対象とするため１，９６６万７，０００円の

減額となっております。なお、県からの地域減災力強化推進補助金や三重県市町村職員互

助会からの公益事業助成金、地方債などを特定財源としております。 

 危機管理課所管分の説明につきましては以上でございます。 

○議会事務局長（藤井光利事務局長） 最後に、議会事務局所管分の予算の説明をさせて

いただきます。 

 事業名、議会運営費は、予算要求額１，７０３万円、前年対比１，２２２万３，０００

円の増でございます。この主な要因は、１２節委託料において昨年度補正予算にて実施い

たしました議会映像配信委託料を当初予算に計上したことと、それから、１４節工事請負

費にて、委員会室音響設備改修工事として、第１委員会室の音響の改修を予定しようとす

るものであります。 

 続きまして、議会広報費は、議会だよりについて、令和５年度途中から紙面をカラー印
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刷にしておりますので、それによって当初予算が昨年度から増額となったものであります。 

 文書広報費は、行事の開催が従来どおり開催されてきた令和５年度の実績を踏まえたペ

ージ数をベースに予算を計上させていただいた結果、町広報費も同様に当初予算が昨年度

から増額となったものであります。 

 最後に、監査委員費では、例年どおり経常的な予算を計上させていただきました。 

 議会事務局所管分の説明は以上のとおりです。 

 以上、議案第２２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計についての説明を終わ

らせていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

○委員（服部芙二夫議員） 土木費の道路橋梁維持費、そこの中で、鍋田川とか、いろい

ろ出ているのですけど、５月の補正のときに繰越明許費が道路のあれで２つ出ておったと

思う。さっきの。そのお金はどこへ行っておるのか。また今年も工事はやらないのか。ま

た明許費で積んでおくのか。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 資料を出しますので、お待ちください。 

 一般会計の補正予算のところの第２表の繰越明許費の補正というところで、下から２つ

目の道路橋梁維持事業の６００万円という繰越明許のほうを計上させていただいておりま

す。これは、国の補正予算の内示がありまして、橋梁の修繕の関係で内示があったことか

ら、先ほどの補正予算のほうで計上させていただいて、その部分を３月ですので、来年度

に繰越しをさせていただいて、繰越明許費の中の予算においてそれを執行するというとこ

ろでございます。なので、６年度の当初予算区分と繰越明許費という予算区分の中で、中

では抱き合わせで橋梁の補修をしていくというところで、前倒しして橋梁の修繕工事をや

っていくというところで事業効果を発揮するというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（服部芙二夫議員） これ、場所を言うと、西対海地の農協から向こうへ行ったと

ころの、前回も何かのときに工事がいろいろ、パイプが通っているとか、何かそのような

説明を受けて、それっきりになっているのだけど、その予算とは違うのですか。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 服部委員おっしゃられる、西対海地の橋梁については県道

の橋梁になりますので、そこの部分に関しましては、県のほうで予算の都合上、工事の発

注が令和５年度から令和６年度に繰延べになったというふうな理由で、そこに添架をして

いる下水道管のことについても令和５年度の補正予算の中で精査をさせていただいたとこ

ろでございます。この後、下水道事業会計のほうでも予算の説明をさせていただきますけ

れども、令和６年度の予算におきまして、その部分については下水道事業会計のほうでの

橋梁工事に伴う下水道管の移設を計画しているところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（服部芙二夫議員） はい。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

○委員（古村 護議員） 都市計画総務費関係、都市計画基礎調査業務委託２８３万７，

０００円、これは５年に１回実施ということで、業務の内容を少し教えていただきたいの

と、あと、それに併せて、都市計画審議会の開催回数が増えることはないのかというとこ

ろを教えてください。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 都市計画基礎調査の内容ということでございますけれ

ども、三重県のほうで都市計画区域における現況の把握、あと、将来の見通し、こういっ

たことを調査して、都市計画に関しての必要な事項を定めていく、そういったための基礎

的なデータを整備していくというような内容でございますので、これが直接町の都市計画

審議会のほうと関係あるかというと、特には関係はないという状況になります。 

 以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

○委員（三輪一雅議員） 総務管理費のところ、職員健康管理費で、職員の健康診断等々、

ストレスチェックの委託料が入っているわけですけど、この予算は、見ていると年々減っ

ている。ただ、今、一般の会社でもそうですけど、結構精神的に病んだりする人が増えつ

つありまして、うちの職員さんでも長期に休んだり、そういう傾向を聞くのですけど、こ

ういうところでもう少ししっかり本来やっていくべきなのではないかと思われるのですけ

ど、年々予算を減らしている理由というのをお聞きしたいと思います。 

 これは小さな話ですけど、シティープロモーション事業ということで、ポチャッコをず

っとこのところ使っているわけですけど、これは今後もずっと使い続けていく予定と考え

ておられるかどうかをお聞きしたいです。 

 これが一番大きい話なのですけど、今回から自治体情報システム標準化対応業務委託料

で１億６，５００万円という大きいお金がこうやって入っております。これ、実際にいろ

いろ見ていくと、これだけではないような感じで、関連してくる予算としては、例えば住

民課の戸籍の関係、ここにも３，０００万円ぐらい上がっていますけど、システム対応費

用で金額が上がっている、それから、予算書の債務負担行為の中を見ると、令和７年度ま

でで６，６００万円辺りが自治体情報システム標準化対応委託料として上がっている、こ

の辺を鑑みていくにかなり予算としては大きいものが上がっていると思わせてもらうとこ

ろであります。 

 戻すのですけど、これに対しての予算措置というのが、実際見ていくと、今回、ふるさ

と応援寄附金のほうから１億４，０００万円辺りが当たっていて、あとほかの部分、国庫

支出金で見ると、この辺とこの辺とこの辺で、トータルすると約３，０００万円ぐらいし
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かない。この金額を見ていると。この辺りを考えたときに、本来、もともと国庫で全て賄

うということで、国のほうが話をしていたのではないかなと思うのですけど、これだけし

か予算が今のところないというのは、どういうことなのかなと驚きを隠せない。少し私も

インターネットで調べたのですけど、国の動向を見ていると、補正をかけて今後出すとい

うようなことはうたってはあったのですけど、どうもそれにしても少な過ぎるとしか思え

ない。それから、今回、予算を使うに当たって、ふるさと応援寄附金から１億４，０００

万円を入れているのですけど、これ、本来、こういう予算にふるさと応援寄附金を使うの

は目的外じゃないのかと私は思わせていただいたのですけど、その辺の考え方も教えてく

ださい。使うなら、財調からきちんとお金を使う形が本来のやり方じゃないのかなと思わ

せていただきました。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、１点目の職員健康管理費でございますけれども、

実施している内容は毎年何か変わっているかというと、変わっているものではなく、予算

の減額につきましては、職員の人数の関係によるものだというふうに解釈をしております。

ストレスチェックに関しましては、確かに委員おっしゃいますように、病気にかかる職員

もいますので、ストレスチェックに関しては全員受けていただいて、それによって判定が

出て、その判定に基づいて、産業医さんと相談しながら事務を進めているというのが現状

でございます。 

 続きまして、シティープロモーションの関係で、ポチャッコの使用に関してでございま

すけれども、通年使っていくという予定は今のところございませんで、令和６年度では使

っていくという方向でしているだけで、令和７年度以降につきましては未定という形で考

えております。 

 高度情報の関係でふるさと応援寄附金を使うという部分に関してのみ私のほうから回答

をさせていただきます。 

 こちらに関しましては、まず１点、寄附金を頂く際に使途目的を皆さんにお書きいただ

くんですが、以前もお話をさせていただいたと思うんですけれども、町への使途目的の７

割から８割にかけてが町政全般に関することに使ってほしいというような御要望をいただ

いているものになります。今回、こちらでかなりの財源不足がありましたので、県のほう

にも確認をさせていただきまして、ふるさと応援寄附金をこのことに充てることに問題が

ないのかということは確認をさせていただきました。町政全般に関することという部分の

中で、ここに充てることは問題がないというようなことの回答をいただいていますので、

今回、その措置をさせていただいたということになります。 

 以上です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 標準化に関しての国庫補助の国の負担の部分に関して

なんですけれども、町としましても、県ですとか、町村会を通じて、国における財政負担
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というのは働きかけはしてはおりました。それで、補助金の額なんですけれども、ここで

は２，５２０万円ということで上げさせてもらっていたんですが、先日、新たな上限額が

設定されまして、２，５２０万円が１億２，３７８万８，０００円という額の内示があり

ましたので、全体額が住民課分も入れますと２億６，０００万円ぐらいになるのですけれ

ども、それのおおよそ半分ぐらいに関しては国のほうの補助を充てられるというような状

況でなっております。 

○委員長（鎌田鷹介議員） それが適切かどうかという話じゃないのですか。 

○委員（三輪一雅議員） ごめんなさい。今後、国の動向としては、全額補助でする方向

でそういう内示みたいなのがあるのか、その辺りというのはどういうふうですか、考え方

として。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 今回、１億２，０００万円までは増えますので、そこ

からの増額というのは今のところはない見込みです。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいですか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について

を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長補佐（中里満博課長補佐） 議案第２６号、令和６年度三重県桑名郡木曽

岬町土地取得特別会計予算について説明を申し上げます。 

 議案第２６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算。令和６年度三

重県桑名郡木曽岬町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによるというもので

ございます。 

 第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を３００万円と定め、第２項では、予算の款項

の区分と区分ごとの金額を第１表、歳入歳出予算に定めることを規定しているものでござ

います。 

 歳入につきましては、諸収入から財産収入までの４つの款で構成されており、主なもの

は、和富地内の福祉施設への土地の貸付収入でございまして、財産収入として２６３万円

を計上しているものでございます。 

 次に、歳出についてでございます。歳出につきましては、事業説明書にて説明をさせて

いただきます。 

 事業名、財産管理費、本年度要求額は２８１万４，０００円でございます。この予算は、

保有財産の適正な運用及び管理業務を執行するための経費を計上している予算で、主なも
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のは、繰出金で福祉施設貸付けに係る一般会計への繰出金２６３万２，０００円で、その

他につきましては、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 以上、土地取得特別会計予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算についてを

議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第２７号、令和６年度三重県桑名

郡木曽岬町下水道事業会計予算でございます。 

 下水道会計は、地方公営企業法の適用に伴い、官公庁会計である農業集落排水事業及び

公共下水道事業特別会計から公営企業会計での予算編成となります。 

 第１条、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計の予算は、次に定めるところ

によるものでございます。 

 第２条では、業務の予定量をお示ししており、（１）排水戸数は２，３３７戸、（２）

年間処理水量は７０万４，０００立米を見込んでおります。（３）１日当たりに換算した

平均処理水量は１，９３０立米となります。（４）主な建設改良事業としましては、東部

地区クリーンセンターストックマネジメント耐震補強工事委託を実施する予定であること

を示しております。 

 第３条では収益的収入及び支出を、第４条では資本的収入及び支出をそれぞれ記載して

おります。 

 詳細については、後ほど説明させていただきます。 

 第５条では、債務負担行為の事項、期間、限度額を、第６条では、企業債の方法、利率、

償還方法、第７条では、一時借入金の限度額、第８条では、予定支出の各項の経費の金額

の流用に関する事項を、第９条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経

費に関する事項を、第１０条では、他会計からの補助金を示しております。 

 次に、歳出予算書にて詳細を説明させていただきます。 

 事業名、管渠費、本年度要求額２，８２８万円でございます。この予算は、下水道管路

の経年劣化による事故の発生、機能低下等を予防するため、施設の点検、清掃及び修繕等

の維持管理を行うための費用を計上するもので、マンホールポンプの電気代、北東地区の

管路清掃業務、ＧＩＳデータ整備などに係る経費を計上するものでございます。歳入内訳

でございますが、社会資本整備総合交付金を特定財源としております。その他については、

事業説明欄記載のとおりでございます。 
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 事業名、処理場費、本年度要求額１億７，９１５万９，０００円でございます。この予

算は、処理場の経年劣化による事故の発生、機能低下等を予防するため、施設の点検、修

繕等の維持管理を行うための費用を計上するもので、処理場の電気代、各処理場の維持管

理業務委託料、汚泥の運搬及び処分、東部地区クリーンセンターのオーバーホール工事を

はじめとする通常の維持管理業務に要する経費を計上するものでございます。 

 事業名、総係費、本年度要求額４，４２３万９，０００円でございます。この予算は、

下水道事業を円滑に活動するために必要な事業活動費全般を計上するものであり、今年度

は、料金改定支援業務や農業集落排水地区における維持管理適正化計画策定に係る委託料

を計上するものでございます。歳入内訳でございますが、農業農村整備事業国庫補助金、

公営企業会計適用債を特定財源としております。その他につきましては、事業説明欄記載

のとおりでございます。 

 事業名、減価償却費、本年度要求額１億５，８０３万７，０００円でございます。この

予算は、現金支出を伴わない費用として資産取得に要した経費を期間損益計算するもので

ございます。 

 事業名、その他特別損失、本年度要求額２３１万４，０００円でございます。この予算

は、法適用化前の令和５年度に起因した賞与や消費税、不納欠損を行うための費用を特別

損失として計上するものでございまして、地方公営企業法の適用に伴う予算計上となりま

すので、今年度限りの予算計上となります。 

 次に、資本的収入及び支出に関する事業説明でございますが、事業名、施設費、本年度

要求額１億２，６５１万４，０００円でございます。この予算は、安定した排水処理を実

施するため、管渠や処理場の改築や設備更新を行うための費用を計上するものでございま

して、今年度は、耐震実施計画作成、東部地区クリーンセンターのストックマネジメント、

耐震補強工事に係る委託料や処理場及び中継ポンプの各種工事費、また、現在、西対海地

地内で計画が進められております県道木曽岬弥富停車場線の橋梁拡幅工事に伴い、既設橋

梁に添架されている下水道管の撤去、仮設費を計上するものでございます。 

 事業名、償還金、本年度要求額５，６４２万７，０００円でございます。地方債に係る

元金の償還でございます。 

 続きまして、予定キャッシュフロー計算書について説明させていただきます。 

 当該年度における現金の増減を業務活動、投資活動、財務活動に区分して表わした計算

書でございまして、現金の獲得や支払い能力、資金に関する財務状況を表わしております。 

 下から２行目の資金期首残高１億２，２７４万５，０００円、これは、主に令和５年度

事業のうち、工期などの都合から支払い日が令和６年４月になるものが大半を占めており

ます。 

 下から３行目では、資金の増減額を記載しており、令和６年度末に資金が９７万９，０

００円増額し、最下段、資金期末残高が１億２，３７２万４，０００円になることを示し
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ております。このことは、資金期首残高と同じく、令和６年度事業のうち、工期などの都

合から支払い日が令和７年４月に支払いを予定するものが大半を占めております。 

 次に、報告セグメントごとの営業収益等でございます。木曽岬町下水道事業会計は、公

共下水道事業及び農業集落排水事業を合わせた会計となっておりますことから、こちらの

報告セグメントごとの営業収益等では、公共下水道事業、農業集落排水事業のそれぞれの

営業収益などの３条予算を税抜きで表示しております。また、予定貸借対照表及び公営企

業移行初年度であることから、予定開始貸借対照表についても添付しておりますので、後

ほどお目通しをお願いいたします。 

 令和６年度下水道事業会計予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 処理場費の中の処理場機器オーバーホール工事で、公共下水で

１，５００万円ほど上がっていますけれども、オーバーホールの割には大きい金額かなと

思います。この内容を教えてください。 

 それと、先ほどの件はこの件です。 

 もう一つが、施設費のところで、ポンプの取替え工事を３つほどやっています。この内

容をもう少し詳細に教えてほしいのと、一番上段の濃縮汚泥移送ポンプ取替え工事、これ

が２，０００万円ほど上がっています。これは１か所という意味なのでしょうか。複数か

所やるのでこの金額、結構大きいと思うんですけど、この内容も教えていただきたいと思

います。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 以上でいいですか。 

○委員（三輪一雅議員） 結構です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） まず、１つ目の処理場費の中の処理場のオーバーホール工

事でございます。１，５００万円のというところでございますけれども、例年、大体１，

０００万円ぐらいのというところのオーダーで今までオーバーホール工事、公共下水道事

業ですので、東部地区クリーンセンターの機器のオーバーホール工事をしているものでご

ざいます。オーバーホール工事ですので、既存の機器の中の劣化部品等々の交換をしてい

るもので、それによって機器全体を取り替えるだけでなく、長寿命化を図っていくという

ところでございますけれども、毎年、計画を立ててそれぞれの機器のオーバーホールをや

っているところでございますけれども、令和６年度につきましては、ちょっと細かくはな

るんですけれども、上澄水排出装置だったり汚泥貯留槽の攪拌機器の整備であったり循環

ポンプの整備、曝気ブロアの整備、主ポンプの整備や薬液注入ポンプとか汚泥供給ポンプ、

各種機器がたくさんあるんですけれども、その中で経年劣化が目立つというものをピック

アップして、汚水の処理に支障がないというところでの予算を計上させていただいている
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ものでございます。 

 それと、中継ポンプの取替え工事の公共と農集、それぞれでございますけれども、公共

下水道の処理区内でおきまして３か所、また、農業集落排水の処理区内でおきましても３

か所、それぞれポンプの取替え工事を行うものでございます。 

 最後に、上から４つ目の濃縮汚泥移送ポンプの取替え工事、これにつきましては、東部

地区クリーンセンターの濃縮汚泥の移送ポンプ１つを取り替えるというものになってござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 今までもずっと経年でいろいろ替えていったというのは分かる

のですけど、こういうものって、一つ一つの決められた交換時期というか、例えば１０年

ですよとか、３年、５年とか、いろいろ機器によって決められているのかも分かりません

けど、基準自体はどういうふうにやられているのですか。何か内規的なものであるのか、

メーカーが推奨するものがあるのか、それとも実際壊れてきて、例えば水漏れがしてきた

なとか、そういうところで交換に入るのか、どういうふうな基準でやられているのか、そ

こを教えてください。 

○建設課長（伊藤雅人課長） まずはオーバーホールをして、その機器を耐用年数以上の

もので使っていくというところで、まずはオーバーホールで。ただ、オーバーホールでも

どうにもならないというところに関しては、今回のように濃縮移送ポンプの取替えと、そ

うすると、取り替えなければ駄目だということで、使える限りは支障がない限りなるだけ

使っていくという、メーカーからの推奨で、例えば１０年で替えてくださいというところ

よりも、現状の使用形態、それから、修理の状況等でなるだけ長く延ばしていくという考

えでやっていっています。 

 以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） はい。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２８号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算についてを議

題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第２８号、令和６年度三重県桑名

郡木曽岬町水道事業会計予算を説明させていただきます。 

 第１条、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計の予算は、次に定めるところに
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よるものでございます。 

 第２条では、業務の予定量をお示ししており、給水戸数は、前年度から８戸増の２，５

１９戸、年間総配水量は９７万立米で、前年度から１万立米の増を見込んでおります。次

に、１日当たりに換算した平均配水量は２，６５８立米となります。その次ですが、主な

建設改良事業としましては、新加路戸地内において老朽管の布設替工事を実施する予定で

あることを示しております。 

 第３条では、収益的収入及び支出を、第４条では、資本的収入及び支出をそれぞれ記載

しております。詳細につきましては、後ほど説明させていただきます。 

 ５条では、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する事項を、第６条では、議会の議

決を経なければ流用することのできない経費に関する事項を、第７条では、棚卸資産の購

入限度額を示しております。 

 次に、歳出予算書にて説明させていただきます。 

 事業名、原水及び浄水費、本年度要求額１億３，５４５万４，０００円でございます。

この予算は、安全な水の安定供給を行うため、県水の受水や水質検査、受水場の保守点検

のための費用を計上するもので、弘法池受水場及び新輪受水場の電気料金や保守点検業務、

水質検査、修繕工事等の通常の維持管理費用や県水の受水費などを予算計上するものでご

ざいます。県水の受水量につきましては、令和５年度実績を踏まえ９７万立米としており

ます。 

 事業名、配水及び給水費、本年度要求額７３７万７，０００円でございます。この予算

は、配水管及び給水装置に付随する量水器の維持や配水管の漏水に対応するもので、漏水

修繕工事費につきましては、近年の漏水実績を踏まえ、前年度から３０万円の増を見込ん

でおります。量水器取替え工事につきましては、本年度のメーター交換の予定であります

３７７戸分の工事費を計上するものでございます。 

 事業名、総係費、本年度要求額１，４３９万２，０００円でございます。この予算は、

水道事業を円滑に活動するために必要な事業活動費全般を計上するものであり、今年度は、

通常の活動費に加え、耐震対策として、アセットマネジメント計画を策定するための委託

料を計上しております。そのほかにつきましては、事業説明欄記載のとおりでございます。 

 事業名、減価償却費、本年度要求額４，６１４万６，０００円でございます。この予算

は、現金支出を伴わない費用として資産取得に要した経費を期間損益計算するものでござ

います。 

 次に、資本的収入及び支出に関する事業説明になります。 

 事業名、施設費、本年度要求額１，９７３万４，０００円でございます。この予算は、

安定した水供給を実施するため、配水管や給水施設の改築や設備更新を行うための費用を

計上するものでございまして、今年度は、老朽管更新計画に基づき、新加路戸地区におい

て約４６０メートル分の水道管布設替工事を実施するものでございます。 
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 事業名、固定資産購入費、本年度要求額１９４万５，０００円でございます。この予算

は、水道事業で必要となる量水器などの固定資産を購入するものでございまして、今年度

は、量水器購入費用として３９１戸分を予算計上するものでございます。 

 続きまして、予定キャッシュフロー計算書について説明させていただきます。 

 当該年度における現金の獲得や支払い能力、資金に関する財務状況を表わしております。

下から３行目では、資金の増減額を記載しており、令和６年度末に資金が１，５６２万１，

０００円を減額し、最下段、資金期末残高が９億２，３６２万７，０００円になることを

示しております。 

 令和６年度水道事業会計予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 総係費で、今回、事業説明にアセットマネジメント計画策定業

務委託ということで上げられています。耐震関係をやられるというような説明があったと

思うのですけど、この内容、うちの場合だと、配管だけを耐震化していくかとか、そうい

うような話になるのか、どういうところまでを含めてのことなのかということをお聞きし

たいと思います。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 水道の施設に関しての耐震化というところでございますけ

れども、令和４年度に川先の弘法池受水場の耐震の診断と、それに伴う耐震の補強の計画

を立てました。令和５年、今年度におきましては、耐震管の計画を策定しているところで

ございます。それで、施設の耐震化計画というのがここで出来上がるものでございますけ

れども、この中で、もう一つ、令和６年度の予算で計上させていただいておりますアセッ

トマネジメント計画でございますけれども、これは、耐震の計画、いわゆる更新需要を明

らかにして、また、それに伴う財政の収支の見通しを３０年から４０年のスパンで検討す

るというところで財源の確保や更新基準の見直し、更新費用削減の検討を行うというとこ

ろで策定をするものでございます。また、管路の耐震化の工事につきましては、今まで老

朽管の布設替工事というところは、全て水道事業の単費のほうで行ってきましたけれども、

耐震管の工事になりますと、国庫補助が受けられるというところになります。国庫補助を

受ける要件としまして、アセットマネジメント計画の策定というところが１つ足かせとい

うか、義務づけというところでもなってきますので、これで令和６年度にアセットマネジ

メント計画を策定して、それ以降、工事について国庫補助を受けて経費の削減を図りなが

ら事業を進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

 ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第２９号、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改築

工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 議案第２９号、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーン

センターの脱水機改築工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結についてでござ

います。 

 議案書でございますが、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改

築工事委託について変更協定を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

 下段、提案理由でございますが、当該工事委託の変更協定の締結については、地方自治

法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により議会

の議決を経る必要があることから、この議案を提出するものでございます。 

 １、協定の目的は、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改築工

事委託に関する協定の一部を変更するものでございます。 

 ２、協定の金額でございますが、変更前の契約額が１億５，１００万円、変更後の契約

額が１億３，４１８万２，０００円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額につきま

しては１，２１９万８，３６３円となるところでございます。変更額といたしましては１，

６８１万８，０００円の減額ということになってございます。 

 ３、協定の相手方でございますが、東京都文京区湯島２丁目３１番２７号、日本下水道

事業団理事長、黒田憲司でございます。 

 減額の理由としましては、日本下水道事業団から工事の発注をした際の契約における請

負差金が発生したところでございます。 

 議案第２９号、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改築工事委

託に関する協定の一部を変更する協定の締結についての説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３０号、三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議についてを議題

とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○税務課長（中山重徳課長） それでは、議案第３０号、三重地方税管理回収機構規約の

変更に関する協議について御説明いたします。 
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 三重地方税管理回収機構規約の一部を変更するに当たり、地方自治法第２８６条第１項

の規定により、関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９０条の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

 下段、提案理由でございますが、本町において徴収が困難となっている滞納税は、三重

地方税管理回収機構に対し徴収事務の移管を行っておりますが、森林環境税の創設に伴う

同機構の規約変更に際しては、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を経る必

要があることから、本議案を上程するものでございます。 

 変更の趣旨につきましては、これまで徴収事務の移管対象が地方税に限定されておりま

したが、令和６年度から新たに加わる国税の森林環境税をこれに加えるという趣旨でござ

います。 

 変更部分につきましては、新旧対照表を用いて御説明いたします。 

 三重地方税管理回収機構規約第３条は、同機構が共同処理をする事務について定めたも

のですが、左側の１号、地方税法の規定に基づき、市町が賦課徴収することとされている

地方税の次に、右側下線部の、並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第７条

の規定により、個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併

せて賦課徴収することとされている森林環境税の部分を加え、また、最下段の附則につい

ては、これを施行する日について追加するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 これまで個別に審査し、質疑をいただいて進めてまいりましたが、最後にこれまで議題

としました全ての議案について、再度御質疑がございましたら発言願います。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 質疑も出尽くしたと思いますので、これより討論、採決に入ります。 

 それでは、議案第２号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第７号）

についての所管部分で討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 
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 これより議案採決に入ります。 

 議案第２号の所管部分に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２号の所管部分は原案のとおり可決することに決定いた

しました。 

 次に、議案第６号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第６号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第７号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第７号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第８号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）

について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第８号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 
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 挙手全員です。よって、議案第８号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第９号、木曽岬町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、討論が

あります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第９号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１０号、木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について、

討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第１０号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第１０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１１号、木曽岬町職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第１１号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第１１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１９号、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、討論があります方は御発

言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第１９号に原案のとおり賛成の方は挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第１９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２０号、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これで討

論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２０号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。議案第２０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２１号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討

論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２１号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２２号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分で討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２２号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 
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          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２２号は原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第２６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について、

討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２６号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計予算について、

討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２７号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２８号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について討論

があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論者がないようですので、討論者なしと認め、これに

て討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２８号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２８号は、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議案第２９号、木曽岬町公共下水道事業東部地区クリーンセンターの脱水機改築
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工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について、討論があります方は御発言

ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第２９号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第２９号は原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３０号、三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について、討論

があります方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３０号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 挙手全員です。よって、議案第３０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 本委員会で当委員会の議論並びに決定事項に係る委員会報告書の作成並びに委員会報告

を私、委員長に一任していただくことに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

 異議なしの声がございましたので、私が委員会報告書の作成並びに委員会報告をさせて

いただきます。 

 これで本委員会に付託されました１６議案の審査を終わらせていただきます。 

 次に、その他の事項に移ります。 

 本委員会の所管事項等で何かございましたら御発言願います。よろしいでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御発言もないようですので、これにて本日の議事日程は全て

終了いたしました。 

 これをもちまして、本日の総務建設常任委員会を閉会いたします。ありがとうございま

した。 
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                            午後 ０時３８分閉会    
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